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1.     はじめに  
本実施規程は、  SGS ジャパン株式会社（  以下 
「 認証機関」）が認定を受けている Programme 
for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes (PEFC) 並びに『 緑の 循 環』 認証会議
（SGEC）の要求に沿って定められたもので  
ある。  

2.      範囲  
認証機関は  、JAB 認定の SGSJP プログラムに  
基づき、SGEC の要求事項との適合性について、  
申 請 者 の 森 林 管 理 活 動 を 第 三 者 機 関 と し て 審査し認

証書を発行する。   
また、認証機関は、JAB 認定の SGSJP プログ
ラムに基づき、SGEC/PEFC Chain of Custody
の要求事項との適合性について、企業または組

織（ 顧客）が適切に管理され た 供 給 源 か ら の 木 
製 品 の 販 売 を 確 実 に す るよ う な 操 業 形 態 を 取 っ て 
い る こ と を 確 認 す る ための、Chain-of-Custody
について審査し認証書を発行する。  
認証機関の業務は  、その絶対的 自由裁量により、  
認証機関自体の職員 、あ るいは SGS の関連会  
社、 又は提携している組織に委託して、遂 行する  
ことができる。   
認 証 機 関 は 評 価 に 際 し 適 用 す る 基 準 が 特 定 の国 際 
的 に 認 定 さ れ た 基 準 書 又 は そ の 他 の 規 格文書に概

説されていることを確実にする 。適用する

PEFC/SGEC 基準の承認日以前に認証を受け

た認証取得者は新基準中に定められ  た「基準 発 
効 日 」に 基 づ き 新 た に 承 認 さ れ た 
PEFC/SGEC 基準の要求事項に適合しなけれ

ばならない。   
認証機関は  、国 際的なベストプラクティスに基  
づ く 最 高 水 準 の 高 潔 性 が 世 界 中 の 全 て の 活 動 に適

用されることを確実にするため  、「高潔性 およ

び専門家としての行動規範  」に 基づいたコンプ

ライアンスプログラムを有している 。認証 機関

の全ての従業員は  、規範に 示された高い道  徳、

倫理の基準とともに専門性、公平性、高潔性を 
も っ た 認 証 機 関 の 代 表 と し て 活 動 し な ければなら

ない  。そ の行動は公正かつ透明でなければなら

ず、  並びに、  第 3 者からそのようなものとして

認められなければならない。   
認証機関は、認証プロセスの利用に当り、依頼  
者の規模 、又 は協会若しくはグループの会員で  
あることを条件にしてはならない  。また既に発 
行した認証の数によって 、認証 に条件を付けて 
はならない  。不 当な財務的又はその他の条件を  
課してはならない。   

3.     守秘義務  
認証機関はその業務の過程で得た情報  、並びに 
顧客以外（ 例：苦情申立者又は規制当局）か  
ら得られた顧客に関する情報に関し  、組織の全 
員 が 機 密 を 保 持 す る こ と を 保 証 す る も の で ある 。 
法 的 手 続 き ま た は PEFC 評 議 会 或 い は SGEC に よ 
る 手 続 き 又 は 要 求 に 従 う 場 合 を 除 き、第三者に

如何なる情報も開示しない。 
PEFC、SGEC のホームページ上での認証・公

示情報公開の要求に基づく対応は、守秘義務の

範囲から除外する。 

4.     組織の構造 
認証機関の組織としての責任 、構造 を示した組 
織図、および認証・ビジネスソリューションサ  
ー ビ ス の 法 的 な 地 位 を 証 す る 書 類 の 写 し は 要請に

応じて提供する。   

5.     登録要件  
登録を取得するために  、顧客は 次の手続きおよ  
び規則を遵守するものとする。   

a) 顧客 は審 査プ ログ ラム を完 了 する ため に、 
認証 機関 が 必要 と みな す全 て の文 書、 製 
品見 本、 図 面、 仕 様、 関連 現 場（ 外部委  
託先 を含 む ）、 要 員及 びそ の 他の 情報を  
認証 機関 に 開示 し アク セス を 提供 する。  
該当 する 場 合、 オ ブザ ーバ の 受入 手配を  
する 。 又 、 認証 機 関と の連 絡 を維 持する  
権限 が与 え られ た 正式 な担 当 者を 任命す  
る。  

b)  認証 機関 は 、 登 録 要件 が十 分 に満 たさ れ て
い ない と 判断 した場 合、そ の点 について顧

客に通知する。  
c)     顧客 が全 て の要 件 を満 たす た めに 認証機関が 

定め た 期間 内 に是 正処 置 を取ったことを 示す 
こ とが 出 来た 場合 、 顧客 にその追加 の業 務 に
対 す る料 金を 課 した 上で、認証 機関 は その 部 
分 に つい て のみ 再審査を実施する。   

d)  顧客 が定 め られ た 期間 内に 適 切な 是正処  
置を 取れ な い場 合 は、 認証 機 関は その追  
加業 務に 対 する 料 金を 課し た 上で 全体の再

審査を実施することがある。   
e)  適合 性の 証 明は認証書 及 び付属書又はそ れ

に  添 付さ  れ てい  る資  料 に記  載された審査

場所に限定される。  
f)       顧客 は契 約 書に 記 載さ れて いる全ての料金  

と 費用 の支 払い に同意する もの とす る。 
g)    顧客 は認 証 書が 発 行さ れた 認 証範 囲に関し

てのみ認証の主張を行うものとする。  
h)     顧客 は、 認 証機 関 の評 判を 悪 くするような製 

品認 証 の使 用 はし ない 。 また 、 認証機関 が誤 
解 する 、 又は 許 可 さ れて いないと認 める よ う
な 製 品認 証に 関 する いかなる声明も行って
はならない。  

i)   顧客 は、 特 定の 認 証基 準へ 適 合した状態  
で製 品が 認 証さ れ てい ると いうことを示す
ように認証を使用する。  

j)    顧客 は、 認 証書 又 は報 告書 、 又は その一  部
が 、 誤 解 を受 け るよ うな 方 法で 使用されな

いことを確実にする。  
k)   文書 、 パ ン フレ ッ ト、 又は 広 告な どの情報

媒 体に お いて 自 社の 製品 認 証に 言及する場 
合、 認 証機 関 の要 求事 項 又は 認証スキーム

の規定に適合している。   
l)    顧客 は、 認 証機 関 から 連絡 を 受け たときの

適 切な 変 更の 実 施を 含め て 、 常 に認証要求
事項を満たす。  

m)   顧客 は、 認 証が 継 続的 な生 産 に適 用される

場 合、 認 証された製 品は 、 製品 要求事項を
継続的に満たすことを確実にする。   

n)    顧客 は、 認 証要 求 事項 への 適 合性 に関して

受 けた 全 ての 苦 情を 記録 し 、 必 要な調査を 
行う 。 また 、 その 苦情 、 及び 認証要求事 項
へ の 適合 性 に影 響を 与 える と判明した 製品 
の 不備  に 関し  て、  適 切な  処置を取り、そ

の結果を文書化する。   

6.     認証のための申請 
認証機関は  、認 証機関としての唯一の意見とし  
て、 認証機関又は PEFC/SGEC のイメージ又

は評 判 に 対 し 偏 見 や 中 傷 を 生 じ る 又 は 生 じ る 可能 
性 の あ る 活 動 を 行 う い か な る 団 体 に 対 し て商業的

又はその他の関係を構築 、又 は維持すること 、
又 はそのような団体に対し認証書の発行、又 は 
過 去 発 行 し た 認 証 書 を 維 持 す る こ と を 強
制されてはならない。  
記入済みアンケート用紙受領後 、（ FM 又は CoC 
審査への）同意書を含み、認証範囲及びサービス 
の 料 金 の 概 要 を 含 む 契 約 書 類 は 顧 客 に 送 
付される。認証機関は署名済みの契約書を受領後、

そ の 業 務 は 認 証 機 関 の 審 査 員 に 割 り 当 て 
られる。その審査員は認証機関の手順に従った

審査の実施を確実なものとする責任を有する。

認証書が授与されるまでは、顧客は審査の適用
範囲内で  PEFC/SGEC の要求事項（例えば、   

PEFC/CoC 認証においては PEFC/CoC 基準）

に 適合している（ 又は、ほぼ適合している）こ

とを主張してはいけない。   
認証の見積書への承諾を以って、顧 客は認証書  の 
 発 行 に 関 し 認 証 機 関 が 設 定 す る 全 て の 要 件 に従う  
ことに同意する。   

7.     認証  
認証機関は 、審査報告書では考慮されていない、 
及び審査結果に影響を及ぼすような新しい、又は 
追加的な情報があった場合には、それらを適切に 
考慮するために、認証の決定を遅らせる、  又は  
延期する権利を持っている。  
本 審 査 報 告 書 が 第 三 者 に よ る 審 査 過 程 に 提 出され 、
登 録要件を顧客が全て満たしていると認証機関

が確認した時に  、認証機 関は顧客にその旨を通

知し、認証書を発行する。認証書の所有権はあ

くまでも認証機関にあるが、「写し」という文 
字 を 表 示 し て い れ ば 第 三 者 の た め に 複 写または複

製してもよい  。ただ し、他者に提供  す る 場 合 は 
認 証 文 書 の 全 部 ま た は 認 証 ス キームに規定された

とおりに複製する。  
維持審査（  Surveillance）  により、  顧客の森林  
管理システム、CoC 管理システム、製品又は製  
造工程が PEFC/SGEC 又は認証基準を満たさ

ないと判明しない限り  、認証書は 通常 ５年間有

効である。認定機関は、認証機関による認証書

の発行 、効 力停止または撤回の決定を覆す権限

を持っている。   
認証機関の PEFC/SGEC 認証サービスにおけ

る  認定範囲が縮小、効力停止  、又 は取り消され

た  場合、 PEFC/SGEC 認定の夫々の範囲の縮小、  
効力停止、  又は取り消し日以降  6 ヶ月以内に顧

客の認証は事実上効力停止される  。認証機関の 
認定が縮小、効力停止、又は取り消されたこと 
は 、PEFC/SGEC 認 定の範囲の縮小 、効 力停止、

又は取り消しから  30 日以 内 に 顧 客 は SGS によ

り通知されなければならない。   

8.     認証マーク 
認証書の発行を以って  、認証機 関は規定された  
認 証 マ ー ク お よ び ト レー ド マ ー ク を 用 い る 権 限 を 
顧 客 に 与 え る が、認 証 取 得 者 は、

PEFC/SGEC 商標の使用に関しては、 当該地域

の PEFC 認 証管 理 団体 （ SGEC 制 度事 務局 ） に 
対し 直 接 商標ラ イ セ ン ス 申 請 を 行 わ な け れ ば なら

ない。  
顧客は、主張、ロゴ、認証マーク、トレードマ 
ークに関する認証機関および PEFC/SGEC の

全  ての条件に適合するものとする。  
審 査 中 で あ る サ イ ト 又 は 認 証 書 の 付 属 書 及 びそ の 
他 の 付 属 文 書 に 含 ま れ て い な い サ イ ト に ついて

SGSJP、又は PEFC/SGEC 要求事項に対し適合

している、又はほぼ適合していると表明しては

ならない。認証マークの誤った使用は、不適合

となる。  

9.     認証の維持と維持審査（  Surveillance） 
認証機関は、定期的に、少なくとも年一回の、  
維持審査を行うものとする  。か  かる維持審査

では  指 名 さ れ た 審 査 員 の 裁 量 に よ り マ ネ ジメ ントシ

ステム、文書、製造、及び提供されるプロセス

並びに製品の諸要素を審査する。   
顧 客 は 維 持 審 査 の た め に 必 要 と さ れ た と き は い つ 
で も 全 て の 場 所 又 は 製 品 を 検 証 で き る ようにする

義務を有するものとし  、認 証機関は、認証スキ

ームの要求事項に基づいて、または報告された 
不具合や苦情を受けて、あるいは管轄権を有する規

制当局の関与を要する違反事象に基づき、必要に応

じて、追加の予告により、または予 告 な し に 立 ち 入 
る 権 利 を 有 す る ものとする 。認定機関はいかな

る審査においても SGSJP 審査員に同行する権利を保

有し、又、機密情報へのアクセスを制限されること

はない。 
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顧客は 、そ の認証書の対象となっている範囲

で、全ての顧客苦情及び、関係当局やユーザー

からの報告のあった環境 、安全に関 する不具

合などを記録する記録簿を維持し 、認 証機関

が要求した時には 、そ れを提示できるように

しなければならない。 

認証 機関 はい つで も認 証の 要求 事 項及 び /又は 
費用並びに手数料を改定する権利を保有す

る。  認 証 機 関 は 承 認 組 織 に よ る そ う し た 変 更 承 
認から  30 日 以 内 に 顧 客 に 通 知 し な け れ ば な ら な
い。別途指定が無い限り、顧客は、SGSJP プロ 
グラムの改定、一般的PEFC/SGEC要求事項の変

更への対応を 12 ヶ月以内に行うものとする。 企
業の連絡先詳細（例：社名、所在地、電話番 
号）に変更が生じた場合、契約書、認証書、

及び ウ ェ ブ サ イ ト を 確 実 に 更 新 す る ため 、 SGS
は直ちに通知されるものとする。更に、顧客

は、管轄権を有する規制当局の関与を要する、

認証範囲に関連した、あらゆる重大な不具合

または違反事象を、速やかに認証機関に報告

しなければならない。  

10.   認証の更新 
5 年間の各認証周期の終わりに 、そ の認証の有 効
性を再評価するために 、顧客 は第 6 節に記し た手

続きを踏み、完全な再評価 を受けることを  
要求される 。認 証の更新についての要求事項 は、 通
常、各 認証周期の最後の維持審査で顧客に通知する。

しかし本来は、顧客は更新申請の時宣を得て行う責任

がある。 
 
11.   認証範囲の拡大  
認証の適用範囲を拡大し  、新た な場所  、又は製 
品を対象に加える場合  、顧客は 新たなアンケー  
ト用紙の記入を求められることになる  。第６節 
に略述した申請手続きを踏むこととし  、今まで 
対 象 と さ れ て い な か っ た 分 野 に つ い て 審 査 が 行わ

れる  。認 証範囲拡大の料金は作業の種類と手順

に基づくこととする。 認証範囲を縮小する場合

は  、顧 客は認証機関に  対 し て そ の 縮 小 の 理 由 を 書 
面 で 連 絡 し な け ればならない  。認 証機関は範囲の

縮小によって存続 す る 認 証 範 囲 が 侵 害 さ れ な い こ 
と を 納 得 しなければならない  。存続する認 証範

囲に対する審査が行われる場合がある。  登録

要件を全て満たしていると判断された時、  範 
囲 を 拡 大 し た 部 分 を 網 羅 す る 認 証 書 の 改 訂版が発

行される。かかる場合には、顧客は旧版の認 証 
書 を 認 証 機 関 に 返 却 し な け れ ば な ら ない。 

12.   システム／ 製品の変更 
顧客は、  下記例のように PEFC/SGEC 基準の要

求 事 項 に 適 合 す る 能 力 に 影 響 を 与 え る 可 能性  があ

る変更について  、遅延なく 書面により認証機関

に通知しなければならない。  
- 法律上、商業上、組織上の地位又は所有  

権の変更  
- 組織及び経営  層（ 例えば 、主 要な管理層、  

意思決定又は専門業務に携わる要因）の   
変更  

-     製品又は生産方法に対する変更   
-     連絡先及び生産する事業所の変更  
- 品質マネジメントシ ステムの重大 な変  

更 
認 証 機 関 は 通 知 を 受 け た 変 更 に つ い て 追 加 審査の

要否を決定する  。認証機関 に対する変更通知を

怠った場合  、認証書の効力 停止となる場合があ

る。  
 
13.   顧客の宣伝活動  
顧客は、その森林管理システム、CoC 管理シス テ 
ム 又 は 製 品 が 認 証 を 受 け た こ と を 情 報 メ 
ディアで発表することができ 、ト レードマーク使 
用ガイドラインに応じ  、認証範 囲で事務用品や  宣 
伝 用 の 資 料 に 認 証 マ ー ク を 使 う こ と が で き る。し

かし、製品に対しては、その製品の適合性が認

証されていない限りにおいては  、認証マークを

使用してはならない。  
如何なる場合においても 、顧客 は宣伝や広告用  
の物品において  、認証された製 品と未認証のそ  

れ ら と が 混 同 さ れ な い 様 に 注 意 を 払 わ な ければな

らない。顧客は、製品が実際は認証されていな

いのに  、認 証済みであるかのような誤解を第 三 
者 に 与 え る 可 能 性 の あ る 表 現 を し て は な らない。  
 
14.   認証書及び認証マークの誤用  
認証書及び認証マークの使用に対する不正  、
又は誤った表示があった場合  、認 証機関は顧

客の  費用負担で  、そ の実施を是正する措置を

とるものとする 。か かる措置には認証書の取

り消し又は 効 力 停 止 及 び ／ 又 は 法 的 措 置 及 び ／ 
又 は 違法行為の公表などが含まれる。  
 
15.   認証書の効力停止 
以下のような場合  、認証機関は 認証書の効力を  
一定期間停止することがある。   

 
a) 定め られ た 期限 内 に是 正処 置 要求 書に従わ

なかった場合。   
b) 顧客 が第 １ ４ 節 に 記載 した 認 証書 及び認証マ 

ーク の 誤用 を 撤回 又は 然 るべ き是正 処置に
より是正しなかった場合。  

c) 認証 有効 期 間内 に 同内 容の 重 大な 是正処置要 
求が ２ 回発 生 する か、 一 回の 維持審査に おい 
て 新規 の 重大 な是 正 処置 要求が５件発生した
場合。  

d)  見積 書、  登 録申 請 書、  「 認 証 サービスの一
般  条件  」 、 本 実施規程に  違 反す  る行為があ

った場合。  
e)     製品が市 場 にお い て不 適合 状 態で ある場合。  
f) 顧客 のマ ネ ジメ ン トに 変更 が あり 、 本認証

プ ログ  ラ ムの  要 求事 項へ  の 継続 的な適合性

が不明確な場合。  
 
認証書の効力が停止となった場合  、顧客はいか 
なる PEFC/SGEC 商標の使用、又は供給者がか

つて PEFC/SGEC 商標をラベリ  ン グ ま た は マ ー ク 
し た い か な る 製 品 の販売  、又 はそれらが認証のた

めの要求事項に適合して い る こ と の い か な る 主 張 
を 直 ち に 中 止しなければならない。   
認証の停止または取り消しの場合  、顧客は関連 
するすべての広告物の使用を中止し  、及びすべ 
て の 認 証 書 等 の 文 書 は 認 証 機 関 の 求 め に 応 じ 返却

しなければならない  。顧客 は、認証されて いる

かのように表示し  、効力停 止の通達がされた 認 
証 書 に 関 連 す る 製 品 に 認 証 マー ク を 使 用してはな

らない。  
認 証 機 関 は か か る 顧 客 に 対 し 書 面 に よ り 認 証書の

効力停止を正式に通知することとし 、同時 に 、か 
かる効力停止を解除するための条件を提示しな

ければならない  。これは 、認証取得者が関連す

るすべての顧客を特定すること  、及び当 該顧客

に対し効力停止から  3 営業日以内に、効力停止

について書面により通知すること 、並び に そ の 
通 知 記 録 を 維 持 す る こ と を 求 め ら れ る 要件を含ん

でいる。効力停止期間終了時に  、提示した認 証 書 
の 効 力 を 回 復 す る た め の 条 件 が既 に 満 た さ れ て い る 
か ど う か を 判 断 す る た めに調査が行われる  。かか

る条件  が満たされている場合は、効力停止を

解除し、認証書の効力が回復した旨をその顧客

に通知するものとする。条件が充足されなかっ

た場合は、認証書は取り消される。   
認 証 書 の 効 力 停 止 お よ び 回 復 手 続 き で 認 証 機関 に 発 
生 す る 料 金 は そ の 顧 客 が 全 額 を 負 担 することとす

る。 
 
16.   認証書の取り消し 
以 下 の よ う な 場 合 に は 認 証 書 の 取 り 消 し が 有り 
得る。  
1) 効力 停止 が 発生  し た際 に、  適 切な 処置を取

っていない場合、又は廃業した場合。   
2) 顧客 が認 証機 関と の契 約を 解 除し た場 合。 
上記の場合  、認 証機関は書面により顧客に  
通知することにより  、認証書を取り 消す権

利を有する。この通知を受けた顧客は不服

申立て（  アピール）の通知を出すことが出

来る。（ 第 １８ 節参照）。  
 

 
 

認証書の取り消しの場合、  
a) 顧客は認証書の全てのコピーを認証機 

関に返却するものとする。  
b) 審査費用は一切返金されないものとす  

る。  
c) 認証書の取消は認証機関によって公開 

され、 適切な認定機関に対して通知さ  
れるものとする。   

d) SGS は、 認証 取得 者 が SGS JP の 全て 
の要求事項に従わない場合、  法的措置  
を開始する権利を有する。  

 
認証書の取り消しの場合 、顧客は以下のことが 
求められる。   
a)   いかなる  PEFC/SGEC 商標の使用 、又 は供

給者がかつて PEFC/SGEC 商標を ラ ベリ 
ング  ま たは マークした いか な る製 品 の販  売、 
又 はそ れらが  認証 のた め の要 求 事項 に適 合 
して いるこ  
との いか なる 主張 を直 ちに 中 止す るこ と。 

b)      認証書を認証機関へ返却すること。  
c)  自ら  の費  用 で、  製 品、  文書  、 広告  又は販  

促品から使用された全ての PEFC/SGEC 
の名 前、 文 字、 ロ ゴ、 認証 マ ーク 、 又は商
標を取り除くこと。  

d)  認証機関、又は PEFC 認定機関がこれら
の義務 が果 た され て いる こと が 確認 できる 
よう、認証機関、及び PEFC 認定機関に協 
力すること。   

e)  認証 取得 者 は関 連 する すべ て の顧 客を特定す  
    るこ と 、 及 び 当該 顧客 に 対し 認証の  取 り 消 し   

か ら 3 営 業 日 以 内 に 認 証 の 取 り消し につ い て書   
面 によ り通 知 する こと、並び にそ の 通知 記 録 
を 維持 す るこ とを求められる。  

 
17.   認証書の取り下げ 
顧 客 が 書 面 に よ り 認 証 機 関 に 認 証 書 の 更 新 を望ま

ない旨を通知した場合  、又 は認証製品の供給を

その後一切行わない場合 、又は 顧客が必要 な 更 
新 の 申 請 手 続 き を 適 時 に 取 ら な い 場 合 には、認証

書が取り下げられることとなる。   
取り下げの場合  、認 証機関は審査料金の払い戻し

は行わず  、認 証書の取下げを公表するものとし、

必要が有れば認定機関に通知する。  
 
18.   不服申立（  アピール）  
どんな理由であろうと  、認証書が発行されな

い、効力が停止される  、又は取り消される可能

性があるとの通知を受けた場合、顧客は不服申

立  を行う権利を有する。  
不服申立を行う意思のある場合 は、認証書の

不発行、一時停止、又は取り消しの通知を受領

後７  日以内に 、書 面によりその旨  を認証機関に

通知しなければならない。   
不服申立手続きにおいて 、顧客 は認証機関 に 対 
し て 不 服 申  立て を 行 う と 決 定 し た 日 から 30 日以内

に 、検 討に必要な関連の事実及びデータ を 添 付 
し 不 服 申  立  を 提 出 し な け れ ば ならない。  
全ての不服申立は認証機関に送られ、諮問委員な

どによる不服申立小委員会に提出される。認証機

関は、決定の証拠資  料の提出をする ものとする。

なお、認証機関のいかなる決定も、不服申立に対

する結論が出るまで有効である。  
この上訴委員会の決定は最終的なものであり、  
顧 客 な ら び に 認 証 機 関 の 双 方 に 対 し 法 的 拘 束力を有

する。一旦この不服申立てに対する決定が下さ

れた場合には、紛争のいずれの当事者もこの決  
定の  修 正 ま た は 変 更 を 行う た め の 反 対 要 求 を 出 す こ 
と は 出 来 な い。  
不服申立が認められ、認証書が発行又は復帰でき

た場合、顧客 は認証機関 に対し認証書発行の見合

わせ、効力停止  、又は 取 り 消 し の 通 知 の 結 果 発 生 し 
た 費 用 ま た は そ の 他 の 損 失 に 対 す る 支 払 い を 請 求 す 
る こ と は 出来ない。不服申立は 、正当に設置さ れ
た不服申立小委員会により判断が下されない限り 、
不服 申立さ れている決定の有効性は 、一時 停止さ

れること はない。
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19.   苦情  
顧 客 が 認 証 機 関 の 職 員 の 行 為 に 関 し 不 満 
を感じる理由がある場合 、時機を逸することなく

書 面により 森林認証マネージャーにその苦情を申

立なければな らな い。森林認証マネージャー に 
対 す る 苦 情 の 場 合 は 、 そ の 苦 情 の 書 面 は 
SGS ジ ャ パ ン 株 式 会 社 認証・ビジネスソリュ

ーションサービス認証／認定統括責任者宛てとし

なければならない。  
 
認証機関は予告なしに本実施規程の追加  、削除、 
変更を行う権利を有する。 
全ての サービスは 、 「認証サービスの一般条件」 
に従って実施されるものとする。 
 


